
�愛媛県告示第１００１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２５年９月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

松山市堀江町番外２２１の７

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�愛媛県告示第１００２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年９月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１００３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年９月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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告 示

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和明浜線
西予市明浜町俵津３番耕地９３１番３から

同町俵津２番耕地９５３番８まで

旧 ５．０～１６．５ ０．１３５

新 １０．８～２１．８ ０．１３５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和明浜線
西予市明浜町俵津３番耕地９３１番３から

同町俵津２番耕地９５３番８まで
平成２５年９月３日

毎週（火・金）曜日発行 第２５０１号 平成２５年９月３日
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�公 告

砂利採取業務主任者試験の実施について

砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第１項の規定に基づき、

平成２５年度砂利採取業務主任者試験を次のとおり実施する。

平成２５年９月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁会議室（第一別館１１階会議室）

２ 試験の日時

平成２５年１１月８日（金）１０時

３ 受験願書の提出期間

平成２５年１０月２日（水）から１１日（金）まで。ただし、郵送に

よる場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

愛媛県土木部管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方局建

設部若しくは土木事務所

�愛媛県公安委員会告示第３号
道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条の４第１項の規定により次の者を指定したので、指定講習機関に関する規則（平成２年国家

公安委員会規則第１号）第３条の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成２５年９月３日

愛媛県公安委員会委員長 亀 岡 マリ子

�愛媛県選挙管理委員会告示第６９号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２５年９月３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１ 病院

名 称 所在地 指定年月日

省略

松山市民病院 省略

省略

一般財団法人積善会十全総合病院 省略

省略

医療法人徳洲会新居浜徳洲会病院 省略

省略

２～５ 省略

１ 病院

名 称 所在地 指定年月日

省略

総合病院松山市民病院 省略

省略

財団法人積善会附属十全総合病院 省略

省略

新居浜青洲病院 省略

省略

２～５ 省略

公 告

公安委員会告示

名 称 住 所 代表者の氏名 特定講習を行う
事務所の名称

特定講習を行う
事務所の所在地

特定講習
の 種 別

指 定
年月日

株式会社八幡浜自動車教習所 八幡浜市保内町宮内１番
耕地１８２番地の１ 村 井 英 治 八幡浜自動車教習所 八幡浜市保内町宮内１

番耕地１８２番地の１
取消処分
者講習

平成２５年
９月３日

株式会社第一自動車練習所 松山市朝生田町４丁目４
番３２号 和 泉 由紀夫 第一自動車教習所 松山市朝生田町４丁目

４番３２号
取消処分
者講習

平成２５年
９月３日

選挙管理委員会告示

改 正 後 改 正 前

平成２５年９月３日 発行

愛 媛 県 報平成２５年９月３日 第２５０１号
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